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：基本構想                                                                  

第 1章 伊豆市の将来像 

第 2章 まちづくりの重点目標 

重点目標 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【重目 1】魅力あふれる拠点の創造と交通

体系の確保 

－ － － － － 12 頁 

【重目 2】安全で心地よい生活環境の創出 － － － － － 13 頁 

【重目 3】産業力の強化 第一段落 1 …そのためにも、東京五輪の競技開催市としての

ブランド力に併せ… 

…そのためにも、東京 2020 大会の競技開催市と

してのブランド力に併せ… 

名称変更 14 頁 

【重目 4】まちへの誇りの醸成とブランド

力の向上 

第二段落 2 また、東京五輪の自転車競技開催市として、大会

成功に向けた… 

また、東京 2020大会の自転車競技開催市として、

大会成功に向けた… 

名称変更 15 頁 

【重目 5】少子化対策と次代を担う人材の

育成 

－ － － － － 16 頁 

第 3章 土地利用構想 

エリア形成 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

都市生活交流エリア 全文 1 修善寺駅から半径 1km 程度の範囲を中心地と

して位置づけ、病院・教育施設・商業施設等の都

市機能を集積するとともに、適正な宅地化の誘導

に併せ、生活道路の改良、身近な公園・広場の適

正配置など都市基盤整備を進めます。 

日向・加殿地区においては、まちの魅力ある空

間の創出とともに、市の中心的な防災拠点とし

て、「『内陸のフロンティア』を拓く取組」を活用

し、新中学校の建設を核とした、こども園、公園

緑地、ゆとりある住宅地の配置を計画的に進めま

す。 

修善寺駅から半径 1km 程度の範囲を中心地と

して位置づけ、病院・教育施設・商業施設等の都

市機能を集積するとともに、適正な宅地化の誘導

に併せ、生活道路の改良、身近な公園・広場の適

正配置など都市基盤整備を進めます。 

伊豆市の玄関口である修善寺駅周辺において

は、良好な景観形成や歩いて楽しい歩行者空間の

整備など、中心市街地周辺の魅力ある空間の創出

に向けた総合的な整備を計画的に進めます。 

日向・加殿地区における記載

を削除し、修善寺駅周辺にお

ける取組内容を記載 

20 頁 

インターチェンジ活用地域振興エリア － － － － － 20 頁 

地域生活交流エリア － 2  生活・交流の拠点として、公共公益施設周辺に

おいて、身近な商業施設、交流施設等の日常生活

機能を集約し、維持します。併せて交通結節点整

備を行うことで、市街地中心部や周辺集落とのネ

ットワークを強化し、持続可能な地域の形成を図

ります。 

 生活・交流の拠点として、公共公益施設周辺に

おいて、身近な商業施設、交流施設等の日常生活

機能を集約し、維持します。併せて交通結節点整

備を行うことで、中心市街地や周辺集落とのネッ

トワークを強化し、持続可能な地域の形成を図り

ます。 

名称変更 20 頁 
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基本計画                                                                  

重点目標 1 魅力あふれる拠点の創造と交通体系の確保                                                       

【政策 1】機能的で魅力あるコンパクトタウンの形成 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】賑わいと回遊性のある中心市街

地づくり 

指標 1 
 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

中心市街地での新規創業者

（起業者）数 
－ 5 件 

修善寺駅の乗降者数 178 万人 200 万人 

修善寺駅周辺の歩行者空間

整備数 
－ 2 か所 

  

 
項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

中心市街地での新規創業者

（起業者）数 
－ 5 件 

修善寺駅の乗降者数 178 万人 200 万人 

修善寺駅周辺の歩行者空間

整備数 
－ 2 か所 

中心市街地に賑わいを創出

する催事回数 
－ 36 回/年 

  

新たな指標の追加 24 頁 

 取組の方向

（1） 

2 …中心市街地として、市民や来訪者の交流を創出

する本市の中心的な拠点となるよう、個性的なシ

ョップの誘致や… 

…中心市街地として、市民や来訪者の交流を創出

する本市の中心的な拠点となるよう、ユニバーサ

ルデザインの推進や公衆無線 LAN、多言語案内看

板等の整備を促進し、個性的なショップの誘致や

… 

ユニバーサルデザインの推進

や公衆無線 LAN、多言語案内

看板等の整備について追記 

25 頁 

 主要事業 3 
 

No 主要事業 内容 

① 
魅力あふれる街かど

の創生 

・ 空き店舗等の有効活用の促進 

・ 各種創業支援策による個性

的な商業地づくり 

・ イベント等による拠点広場

の活用促進 

・ 商業者、商店街、関係団体

との連携強化 

② 

安全安心な歩行環境

の整備と魅力スポッ

トの創造 

・ 修善寺駅周辺の歩道・街路

樹・案内表示の整備 

・ 交通安全施設の設置 

・ 市民の交流、憩いの場の整備 

 

 

 

③ 
都市機能の充実と移

動円滑化 

・ 公共施設の再配置 

・ 周辺道路の歩道整備、バリ

アフリー化 

・ 通学路を中心とした歩行者

の安全確保 

 

④ 
安全で快適な道路空

間の創生 

・交通渋滞の緩和に向けた交差

点の改良や道路の拡幅整備 

・ 修善寺道路・天城北道路の

整備、利用促進 
  

 
No 主要事業 内容 

① 
魅力あふれる街かど

の創生 

・空き店舗等の有効活用の促進 

・ 各種創業支援策による個性

的な商業地づくり 

・ イベント等による拠点広場

の活用促進 

・ 商業者、商店街、関係団体

との連携強化 

② 

安全安心な歩行環境

の整備と魅力スポッ

トの創造 

・ 修善寺駅周辺の歩道・街路

樹・案内表示の整備 

・ 交通安全施設の設置 

・ 市民の交流、憩いの場の整備 

・ユニバーサルデザインの推進

や公衆無線 LAN、多言語案内

看板の整備促進 

③ 
都市機能の充実と移

動円滑化 

・ 公共施設の再配置 

・ 周辺道路の歩道整備、バリ

アフリー化 

・ 通学路を中心とした歩行者

の安全確保 

・ 公園緑地の計画的配置 

④ 
安全で快適な道路空

間の創生 

・交通渋滞の緩和に向けた交差

点の改良や道路の拡幅整備 

・ 修善寺道路・天城北道路の

整備、利用促進 
   

ユニバーサルデザインの推

進、公衆無線 LAN、多言語案

内看板の整備について追記 

公園緑地の計画的配置につい

て追記 

25 頁 

【施策 2】文教ガーデンシティの創生   
 

削除 施策 2 を削除 26 頁 
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【施策 3】地域振興拠点の整備 タイトル 4 【施策 3】地域振興拠点の整備 【施策 2】地域振興拠点の整備 現行計画の【施策 2】文教ガー

デンシティの創生の削除に伴

う繰り上げ 

28 頁 

 取組の方向

（4） 

5 …地域資源の発信の場や観光客の滞留の場など

の地域振興に寄与する観光交流・商業集積機能の

形成を推進します。 

…地域資源の発信の場や観光客の滞留の場など

の地域振興に寄与する道の駅の整備促進を図り

ます。 

道の駅整備に係る方向性を追

記 

29 頁 

 主要事業 6 
 

No 主要事業 内容 

① 地域振興拠点の整備 

・ 拠点化の促進と拠点施設の

整備 

・ 交通結節機能の整備 

・ 公共施設の再配置と有効活用 

② 交流と賑わいの創出 

・ 多世代交流の促進と交流施

設の整備 

・ 公園、広場の整備促進 

③ 
天城北道路インター

チェンジ周辺整備 

・ インターチェンジ周辺への

企業誘致 

・ 内陸フロンティア推進区域

における事業推進 

・ 商業集積機能や観光交流拠

点の整備 

④ 
地域独自の特色ある

まちづくりの支援 
・ 地域づくり協議会の活動支援 

 
 

 
No 主要事業 内容 

① 地域振興拠点の整備 

・ 拠点化の促進と拠点施設の

整備 

・ 交通結節機能の整備 

・ 公共施設の再配置と有効活用 

② 交流と賑わいの創出 

・ 多世代交流の促進と交流施

設の整備 

・ 公園、広場の整備促進 

③ 
天城北道路インター

チェンジ周辺整備 

・ インターチェンジ周辺への

企業誘致 

・ 内陸フロンティア推進区域

における事業推進 

・ 地域振興に寄与する道の駅

の整備 

④ 
地域独自の特色ある

まちづくりの支援 
・ 地域づくり協議会の活動支援 

 
 

道の駅整備に記載変更 29 頁 

【施策 4】公共施設の最適化と機能強化 タイトル 7 【施策 4】公共施設の最適化と機能強化 【施策 3】公共施設の最適化と機能強化 現行計画の【施策 2】文教ガー

デンシティの創生の削除に伴

う繰り上げ 

30 頁 

 主要事業 8 
 

No 主要事業 内容 

① 公共施設の最適化 

・ 公共施設総合管理計画の策定 

 

・ 公共施設の総量抑制と多機

能化 

② 公共施設の適正管理 

・ 施設の長寿命化と安全対策

の実施 

・ 計画的な施設の改修、整備 

・ 効率的な管理運営体制の構築 

③ 
未利用財産の処分と

借地の解消 

・ 未利用財産の売却や企業誘

致等による利活用 

・ 借地購入等による借地料の

軽減 
  

 
No 主要事業 内容 

① 公共施設の最適化 

・ 公共施設等総合管理計画、個

別施設計画の策定 

・ 公共施設の総量抑制と多機

能化 

② 公共施設の適正管理 

・ 施設の長寿命化と安全対策

の実施 

・ 計画的な施設の改修、整備 

・ 効率的な管理運営体制の構築 

③ 
未利用財産の処分と

借地の解消 

・ 未利用財産の売却や企業誘

致等による利活用 

・ 借地購入等による借地料の

軽減 
  

名称変更 

個別施設計画の策定を追記 

31 頁 

  



第 2 次伊豆市総合計画 一部改定の新旧対照表（第 2 回伊豆市総合計画審議会） 

4 

【政策 2】まちの骨格となる総合的な交通環境の創出 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】交流を支える道路ネットワーク

の整備 

取組の方向

（3） 

1 …中心市街地周辺の交通円滑化や渋滞の解消を

進めるとともに、東京五輪の開催に向け、… 

…中心市街地周辺の交通円滑化や渋滞の解消を

進めるとともに、東京 2020 大会の開催に向け、

… 

名称変更 33 頁 

 主要事業 2 
 

No 主要事業 内容 

① 

市民生活と産業活動

を支える幹線道路の

整備促進 

・ 伊豆縦貫自動車道天城北道

路、国道、県道の整備促進 

・ 修善寺道路及び伊豆中央道

の無料化促進 

・ 伊豆縦貫自動車道（天城湯ヶ

島～河津）の早期整備促進 

② 
道路環境の向上と機

能保全 

・ 市内基幹道路の整備と生活

道路の維持補修 

・ 橋梁の長寿命化と耐震化の

推進 

・ 交通安全施設整備の推進 

③ 
安全で快適な道路空

間の創生 

・ 交通渋滞の緩和に向けた交差

点の改良や道路の拡幅整備 

・ 東京五輪開催に向けた選手

や観客の円滑な移動に資す

る基盤整備の促進 
  

 
No 主要事業 内容 

① 

市民生活と産業活動

を支える幹線道路の

整備促進 

・ 伊豆縦貫自動車道天城北道

路、国道、県道の整備促進 

・ 修善寺道路及び伊豆中央道

の無料化促進 

・ 伊豆縦貫自動車道（天城湯ヶ

島～河津）の早期整備促進 

② 
道路環境の向上と機

能保全 

・ 市内基幹道路の整備と生活

道路の維持補修 

・ 橋梁の長寿命化と耐震化の

推進 

・ 交通安全施設整備の推進 

③ 
安全で快適な道路空

間の創生 

・ 交通渋滞の緩和に向けた交差

点の改良や道路の拡幅整備 

・ 東京 2020 大会開催に向け

た選手や観客の円滑な移動

に資する基盤整備の促進 
  

名称変更 33 頁 

【施策 2】持続可能な公共交通網の実現 － － － － － 34 頁 
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重点目標２ 安全で心地よい生活環境の創出                                                            

【政策 1】生涯健康の創造 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】健康づくりの推進 － － － － － 36 頁 

【施策 2】地域医療・救急体制の確保 － － － － － 38 頁 

【施策 3】支え合う福祉社会の実現 － － － － － 40 頁 

【政策 2】心地よい環境づくり 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】都市計画の見直しと心地よい居

住環境の創出 

― ― － － － 43 頁 

 主要事業 1 
 

No 主要事業 内容 

① 都市計画の見直し 

・ 田方広域都市計画区域から

の分離と区域区分見直し 

・ 市全域への都市計画区域の

拡大 

② 
心地よい居住環境の

創出 

・ 良好な居住環境づくりに向

けた計画的かつ健全な土地

利用の誘導 

 

 

 

・ 水やみどりを生かした広場

や緑地等の機能的配置 

・ 景観形成への取組 

③ 移住・定住の促進 

・ 移住受入に向けたワンスト

ップ対応窓口の充実・強化 

・ 住宅取得補助や家賃補助等

の若者定住促進 

・ 空き家・空き店舗を活用し

た定住・創業支援 

・ 国の「移住・交流情報ガー

デン」や県の「移住相談セ

ンター」との連携による情

報発信の強化 

 

 

 

  

 

No 主要事業 内容 

① 都市計画の見直し 

・ 田方広域都市計画区域から

の分離と区域区分見直し 

・ 市全域への都市計画区域の

拡大 

② 
心地よい居住環境の

創出 

・ 良好な居住環境づくりに向

けた計画的かつ健全な土地

利用の誘導 

・空き家を含めた民間賃貸住

宅を活用した居住環境整備

の推進 

・ 水やみどりを生かした広場

や緑地等の機能的配置 

・ 景観形成への取組 

③ 移住・定住の促進 

・ 移住受入に向けたワンスト

ップ対応窓口の充実・強化 

・ 住宅取得補助や家賃補助等

の若者定住促進 

・ 空き家等の既存ストックを

活用した定住の促進 

・ 国の「移住・交流情報ガー

デン」や県の「移住相談セ

ンター」との連携による情

報発信の強化 

・ シングルペアレント等に対

する雇用と一体となった定

住支援 

                        

空き家を含めた民間賃貸住宅

を活用した居住環境整備の推

進を追記 

空き家等の既存ストックを活

用した定住の促進を追記 

シングルペアレント等に対す

る雇用と一体となった定住支

援を追記 

43 頁 
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【施策 2】豊かな自然環境の保全 主要事業 2 
 

No 主要事業 内容 

① 森林・里山整備の推進 

・ 集約化プランによる効率的

な森林整備の推進 

・ 竹林の皆伐・間伐費用の助成 

・ 景観計画・景観条例による

斜面緑地の保全 

・ 特定用途制限地域による田

園環境の保全 

② 有害鳥獣対策の推進 

・ 捕獲と防護両面からの対策

実施 

・ イズシカ問屋（食肉加工セ

ンター）の活用促進 

③ 
自然環境の保全啓発活

動の推進 

・ 昭和の森会館（天城ビジタ

ーセンター）を核とした保

全普及活動 

・ 遊歩道や散策道等の整備 

・ ボランティアガイドの育成 

④ 快適な水辺環境の整備 

・ 河川機能の保全 

・ 水質の保全と海岸美化の推

進 

・ 水辺に親しめる空間の創出 
  

 

No 主要事業 内容 

① 
森林・里山整備の推進

と保全 

・ 集約化プランによる効率的

な森林整備の推進 

・ 竹林の皆伐・間伐費用の助成 

・ 景観計画・景観条例による

斜面緑地の保全 

・ 特定用途制限地域による田

園環境の保全 

② 有害鳥獣対策の推進 

・ 捕獲と防護両面からの対策

実施 

・ イズシカ問屋（食肉加工セ

ンター）の活用促進 

③ 
自然環境の保全啓発活

動の推進 

・ 昭和の森会館（天城ビジタ

ーセンター）を核とした保

全普及活動 

・ 遊歩道や散策道等の整備 

・ ボランティアガイドの育成 

④ 快適な水辺環境の整備 

・ 河川機能の保全 

・ 水質の保全と海岸美化の推

進 

・ 水辺に親しめる空間の創出 
  

森林・里山について保全の要

素を盛り込む。 

45 頁 

【施策 3】魅力ある景観の形成 指標 3 
 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

景観重点地区数 － 4 地区 

特定空き家への対応件数 － 3 件 
  

 
項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

景観重点地区数 － 4 地区 

特定空き家への対応件数 － 3 件 

危険性のある空き家への

対応件数 
－ ８件 

  

新たな指標の追加 46 頁 

 主要事業 4 
 

No 主要事業 内容 

① 景観整備方針の策定 ・ 景観計画・景観条例の制定 

② 景観形成の推進 

・ 景観重点地区における良好

な景観の創出 

・ 建築物の色彩や高さ等の規

制誘導 

・ 景観樹木、構造物等の保全

推進 

・ 眺望スポットの保全・整備 

 

 

 

 

 

 

③ 特定空き家対策の推進 

・ 特定空き家に関する実態調

査 

 

 

・ 特定空き家の適正管理と解

体支援 

④ 花いっぱい運動の推進 
・ 街道沿い等の花による景観

形成 
 
 

 

No 主要事業 内容 

① 景観整備方針の策定 ・ 景観計画・景観条例の制定 

② 景観形成の推進 

・ 景観重点地区における良好

な景観の創出 

・ 建築物の色彩や高さ等の規

制誘導 

・ 景観樹木、構造物等の保全

推進 

・ 眺望スポットの保全・整備 

・屋外広告物の適正化に向け

た広域的な取組の推進 

・ 大規模太陽光発電施設等の

規制による森林・里山・田

園環境等の保全 

③ 特定空き家対策の推進 

・ 特定空き家に関する実態調

査 

・ 危険性のある空き家への適

正管理の推進 

・特定空き家の適正管理と解

体支援 

④ 花いっぱい運動の推進 
・ 街道沿い等の花による景観

形成 
 
 

屋外広告物の適正化に向けた

広域的な取組みの推進の追記 

大規模太陽光発電施設等の開

発に対する条例制定等を追記 

危険性のある空き家に対する

取組を追記 

危険性のある空き家への適正

管理の推進を追記 

47 頁 
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【施策 4】安心安全な生活環境の整備 主要事業 5 
 

No 主要事業 内容 

① ごみ処理の推進 

・ 新ごみ焼却施設の整備促進 

・ 新リサイクルセンターの整

備促進 

・ 最終処分の方向性検討 

② 不法投棄の防止 

・ 監視カメラの設置 

 

・ 警察との連携による取締り

の強化 

③ 
地球温暖化対策の推

進 

・ 再生可能エネルギーの利活

用の推進 

・ 温室効果ガス排出量の削減 

④ 
水道施設の整備と効

率的経営 

・ 安定給水の確保 

・ 水道施設の省エネルギー化

への取組 

・ 経営基盤の強化や民間委託

等による経営の効率化 

⑤ 
下水道の整備と効率

的運営 

・ 計画区域の見直しと未整備

地区の解消 

・ 下水道の適正かつ計画的な

管理・整備 

・ 経営基盤の強化に向けた公

営企業化の推進 

・ 下水道接続の促進 
  

 
No 主要事業 内容 

① ごみ処理の推進 

・ 新ごみ焼却施設の整備促進 

・ 新リサイクルセンターの整

備促進 

・ 最終処分の方向性検討 

② 不法投棄の防止 

・ 監視カメラ、不法投棄防止柵

等の設置 

・ 県や警察との連携による取

締りの強化 

③ 
地球温暖化対策の推

進 

・ 再生可能エネルギーの利活

用の推進 

・ 温室効果ガス排出量の削減 

④ 
水道施設の整備と効

率的経営 

・ 安定給水の確保 

・ 水道施設の省エネルギー化

への取組 

・ 経営基盤の強化や民間委託

等による経営の効率化 

⑤ 
下水道の整備と効率

的運営 

・ 計画区域の見直しと未整備

地区の解消 

・ 下水道の適正かつ計画的な

管理・整備 

・ 経営基盤の強化に向けた公

営企業化の推進 

・ 下水道接続の促進 
  

記載変更 49 頁 

 取組の方向

（追加） 

6 － ※取組の方向（2）として 

災害時における受援体制や備蓄の充実を図るた

め、拠点となる防災施設の整備を推進します。 

 

拠点となる防災施設の整備に

ついて追記 

50 頁 

 取組の方向

（3）（4）（5） 

7 － － 取組の追加による番号変更 50 頁 
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【施策 5】地域防災・防犯体制の強化 主要事業 8 
 

No 主要事業 内容 

① 
災害に強いまちづく

りの推進 

・ 公共施設やライフライン等

の耐震化・防災化の推進 

・ 避難路の確認と整備 

・ 防災拠点等への公衆無線Ｌ

ＡＮの整備 

・ 災害情報共有のためのＬア

ラート※整備やコミュニテ

ィＦＭの活用 

② 津波対策の推進 

・ 津波防災地域づくり推進計

画の策定と事業推進 

・ 津波災害警戒区域（特別警戒

区域）の指定 

・ 景観に配慮した防潮堤、陸閘

等の整備推進 

③ 消防体制の強化 

・ 消防団員（女性団員含む）の

加入促進 

・ 消防団の再編成 

・ 地域の消火活動団体の育成

と支援 

④ 地域防災体制の強化 

・ 広域避難所・避難場所の見直

しと防災施設・資機材の整備 

 

・ 地区防災計画の策定促進 

・ 自主防災組織の確立と強化 

・ 避難行動要支援者避難支援

計画の策定 

⑤ 交通安全の推進 

・ 「思いやり横断日本一」をス

ローガンとした交通マナー

と交通安全意識の向上 

・ 交通安全団体との連携強化 

・ 交通安全施設整備の推進 

⑥ 地域防犯対策の推進 

・ 犯罪未然防止意識の啓発 

・ 地域の防犯体制の確立と強化 

・ 防犯パトロールの強化 

⑦ 消費者対策の推進 

・ 消費生活講座の実施などによ

る消費者教育や啓発の推進 

・ 相談体制の充実 
  

 
No 主要事業 内容 

① 
災害に強いまちづく

りの推進 

・ 公共施設やライフライン等

の耐震化・防災化の推進 

・ 避難路の確認と整備 

・ 防災拠点等への公衆無線Ｌ

ＡＮの整備 

・ 災害情報共有のためのＬア

ラート※整備やコミュニテ

ィＦＭの活用 

② 津波対策の推進 

・ 津波防災地域づくり推進計

画の策定と事業推進 

・ 津波災害警戒区域（特別警戒

区域）の指定 

・ 景観に配慮した防潮堤、陸閘

等の整備推進 

③ 消防体制の強化 

・ 消防団員（女性団員含む）の

加入促進 

・ 消防団の再編成 

・ 地域の消火活動団体の育成

と支援 

④ 地域防災体制の強化 

・ 指定避難所・避難場所の見直

しと整備の推進 

・拠点となる防災施設の整備 

・ 地区防災計画の策定促進 

・ 自主防災組織の確立と強化 

・ 避難行動要支援者避難支援

計画の策定 

⑤ 交通安全の推進 

・ 「思いやり横断日本一」をス

ローガンとした交通マナー

と交通安全意識の向上 

・ 交通安全団体との連携強化 

・ 交通安全施設整備の推進 

⑥ 地域防犯対策の推進 

・ 犯罪未然防止意識の啓発 

・ 地域の防犯体制の確立と強化 

・ 防犯パトロールの強化 

⑦ 消費者対策の推進 

・ 消費生活講座の実施などによ

る消費者教育や啓発の推進 

・ 相談体制の充実 
  

広域避難所→指定避難所に修

正 

拠点となる防災施設の整備に

ついて追記 

51 頁 
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重点目標 3 産業力の強化                                                                    

【政策 1】観光交流を中心とした地域産業の振興 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】地域資源を活用した戦略的観光

事業の推進 

取組の方向

（2） 

1 …効果的なプロモーションやマーケティング、戦

略策定等を行う推進組織の構築を進めます。 

…効果的なプロモーションやマーケティング、戦

略策定等を進めます。 

戦略策定等を進めますに修正 55 頁 

 取組の方向

（3） 

2 東京五輪開催に向け、アクセス道路・サイン看板

等の基盤整備や受け入れ体制の構築など、大会成

功に向けた取組を推進するとともに、本市の魅力

を世界に発信する絶好のチャンスを逃すことな

く、外国人観光客の誘致やスポーツ・文化を通じ

た交流の促進に繋げます。 

東京 2020 大会開催を契機に、アクセス道路・サ

イン看板等の基盤整備や受け入れ体制の構築な

ど、大会成功に向けた取組を推進するとともに、

本市の魅力を世界に発信する絶好のチャンスを

逃すことなく、おもてなし規格認証※取得等によ

るサービス品質向上に努め、外国人観光客等の誘

致やスポーツ・文化を通じた交流の促進に繋げま

す。 

名称変更 

おもてなし規格認証取得等に

よるサービス品質向上に努

め、外国人観光客等に変更 

55 頁 

 取組の方向

（4）追加 

3 － 誰もが安心して旅行を楽しむことができる環境

整備を進め、地域の受入体制強化を進めるほか、

旅行商品の造成・普及のための取組を実施し、ユ

ニバーサルツーリズムの普及・促進を図ります。 

ユニバーサルツーリズムの普

及・促進を追記 

55 頁 

 取組の方向

（5） 

4 － 官民協働により設立された美しい伊豆創造セン

ターを中心に… 

取組の追加による番号変更 55 頁 
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【施策 1】地域資源を活用した戦略的観光

事業の推進 

主要事業 5 
 

No 主要事業 内容 

① 着地型観光の促進 

・ グリーンツーリズム･ブル

ーツーリズムなどの体験型

観光の振興 

・ 魅力プロジェクトをはじめ

とするスポーツツーリズム

の推進 

・ 東京五輪の競技開催市とい

うブランドを生かしたサイ

クルメッカ（自転車のまち）

の推進 

② 
観光地域づくり推進

組織の構築 

・ 伊豆市版ＤＭＯ※の設立及

び戦略的な観光事業の推進 

 

 

 

 

③ 

東京五輪開催を見据

えた外国人観光客誘

致の推進 

・ クレジットカード決済や免

税店登録、IC カード相互利

用等の整備促進 

・ 公衆無線ＬＡＮや多言語観

光案内板の整備促進 

・ 外国人観光客使用ツール

（パンフレット、コースモ

デル等）の制作 

・ 効果的な情報発信とプロモ

ーションの促進 

 

 

④ 
半島全域で取り組む

伊豆観光の再生 

 

 

・ 伊豆半島ジオパークの推進 

・ 東京五輪開催に向けた広域

での誘客対策の実施 

・ サイクルツーリズムの推進 
  

 
No 主要事業 内容 

① 着地型観光の促進 

・ グリーンツーリズム･ブル

ーツーリズムなどの体験型

観光の振興 

・ 魅力プロジェクトをはじめ

とするスポーツツーリズム

の推進 

・ 東京 2020 大会の競技開催

市というブランドを生かし

たサイクルメッカ（自転車

のまち）の推進 

② 
戦略的な観光事業の

推進 

・ （一社）産業振興協議会（日

本版ＤＭＯ候補法人）による

一元的な観光事業の推進 

・ 東京2020大会を契機とした

おもてなし規格認証※取得の

推進 

③ 

東京 2020大会開催を

契機に外国人観光客

等の誘致の推進 

・ クレジットカード決済や免

税店登録、IC カード相互利

用等の整備促進 

・公衆無線 LAN、多言語案内看

板の整備促進 

・ 外国人観光客使用ツール

（パンフレット、コースモ

デル等）の制作 

・ 効果的な情報発信とプロモ

ーションの促進 

・ ユニバーサルツーリズムの

推進 

④ 
半島全域で取り組む

伊豆観光の再生 

・ 美しい伊豆創造センターと

の連携 

・ 伊豆半島ジオパークの推進 

・ 東京 2020 大会開催に向け

た広域での誘客対策の実施 

・ サイクルツーリズムの推進 
 
※おもてなし規格認証 

サービス産業と地域経済を盛り上げ、サービス品質を「見

える化」するための規格認証制度（経済産業省） 

名称変更 

（一社）産業振興協議会（日

本版ＤＭＯ候補法人）による

一元的な観光事業の推進を追

記 

東京 2020 大会を契機とした

おもてなし規格認証取得の推

進の追記 

ユニバーサルツーリズムの推

進を追記 

美しい伊豆創造センターとの

連携を追記 

おもてなし規格認証の説明を

追記 

55 頁 

【施策 2】産業力の底上げと人材の育成・

確保 

主要事業 6 
 

No 主要事業 内容 

① 産業競争力の強化 

・ （仮称）産業力強化会議に

よる産業間連携の促進と競

争力・ブランド力の増強 

・ 農林水産業の競争力強化と

成長産業化 

・ 販路拡大事業の推進 

・ 内陸フロンティア推進区域

における事業推進 

② 
地域産業を担う人材

の育成・確保 

・ 経営力の向上支援 

・ 担い手への農地利用集積の

強化 

・ 地区営農組織等の育成支援 

・ 地域おこし協力隊の活用 

・ 創業支援・就業支援策の充実 
  

 
No 主要事業 内容 

① 産業競争力の強化 

・ （一社）産業振興協議会に

よる産業間連携の促進と競

争力・ブランド力の増強 

・ 農林水産業の競争力強化と

成長産業化 

・ 販路拡大事業の推進 

・ 内陸フロンティア推進区域

における事業推進 

② 
地域産業を担う人材

の育成・確保 

・ 経営力の向上支援 

・ 担い手への農地利用集積の

強化 

・ 地区営農組織等の育成支援 

・ 地域おこし協力隊の活用 

・ 創業支援・就業支援策の充実 
  

名称変更 57 頁 
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【政策 2】企業誘致や雇用創出に向けた取組の強化 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】市有施設の転用やインターチェ

ンジ周辺等への企業誘致 

－ － － － － 58 頁 

【施策 2】農業生産法人農地所有適格法人

の誘致と 6 次産業化の推進 

タイトル 1 【施策 2】農業生産法人の誘致と 6 次産業化の推

進 

【施策 2】農地所有適格法人の誘致と 6 次産業化

の推進 

名称変更 60 頁 

 目指す姿 2 競争力の高い経営体である農業生産法人をはじ

め… 

競争力の高い経営体である農地所有適格法人を

はじめ… 

名称変更 60 頁 

 指標 3 
 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

農業生産法人の参入数 

 
－ 5 件 

耕作放棄地面積 205ha 195ha 
  

 
項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

農地所有適格法人の参入

数 
－ 5 件 

耕作放棄地面積 205ha 195ha 
  

名称変更 60 頁 

 取組の方向

（2） 

4 …後継者のいない農地を集落営農組織や農業生

産法人等に貸付けるとともに、… 

…後継者のいない農地を集落営農組織や農地所

有適格法人等に貸付けるとともに、… 

名称変更 60 頁 

 取組の方向

（３） 

5 …地域ぐるみで 6 次産業化を支援し… …地域ぐるみで 6次産業化やGAP認証※取得を支

援し… 

GAP 認証取得を追記 60 頁 

 主要事業 6 
 

No 主要事業 内容 

① 中核的農業者の育成 

・ 集落営農組織の法人化支援 

・ 農業生産法人の誘致 

・ 内陸フロンティア推進区

域における事業推進 

・ 農地中間管理事業の推進 

・ 耕作放棄地の解消と有効

活用の推進 

② 
6 次産業化による「食」

ブランド化の推進 

・ ６次産業化等による高付

加価値商品づくりの推進 

 

 

・ 特別栽培米の推進 

・ 百貨店の催事出展などに

よる販路拡大事業の推進 

・ 地域資源の掘り起こしによ

る「ふるさと名物」の開発 
  

 
No 主要事業 内容 

① 中核的農業者の育成 

・ 集落営農組織の法人化支援 

・ 農地所有適格法人の誘致 

・ 内陸フロンティア推進区

域における事業推進 

・ 農地中間管理事業の推進 

・ 耕作放棄地の解消と有効

活用の推進 

② 

6 次産業化と GAP 認証

による「食」ブランド

化の推進 

・ ６次産業化等による高付

加価値商品づくりの推進 

・ 東京2020大会を契機とし

た GAP 認証取得の推進 

・ 特別栽培米の推進 

・ 百貨店の催事出展などに

よる販路拡大事業の推進 

・ 地域資源の掘り起こしによ

る「ふるさと名物」の開発 

※GAP 認証 

食の安全や環境保全に取り組む農場や団体に与えられる

認証（農林水産省） 

名称変更 

東京 2020 大会を契機とした

GAP 認証取得の推進を追記 

GAP 認証の説明を追記 

60 頁 
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【施策 3】就業支援の充実 取組の方向

（3） 

7 女性や高齢者等の就労支援の強化や市内企業の

人材確保など、さまざまな取組を一体的に実施

し、雇用との需給バランスの適正化を図るととも

に、若い世代が安心して働き、快適に居住できる

生活環境を整備することにより、経済の好循環化

を図ります。 

市の基幹産業である観光業を中心に、女性や高齢

者、シングルペアレント等の就労支援や市内企業

の人材確保など、さまざまな取組を一体的に実施

し、雇用との需給バランスの適正化を図るととも

に、若い世代が安心して働き、快適に居住できる

生活環境を整備することにより、経済の好循環化

を図ります。 

観光業の就労支援に関する取

組を追記 

シングルペアレントに関する

就労支援の追記 

61 頁 

 

 

 

 

 

 

主要事業 8 
 

No 主要事業 内容 

① 就労機会の拡充 

・ 合同就職面接会や企業見学

会等の開催 

・ 就業相談体制の強化 

・ 関係機関と連携した職業能

力開発や資格取得の促進 

 

 

 

② U・I ターンの促進 

・ 市内企業等の情報発信強化 

・ 空き家・空き店舗を活用し

たサテライトオフィス・テ

レワーク等の誘致 

・ 県の「静岡Ｕ・Ｉターン就

職サポートセンター」との

連携と情報発信の強化 
  

 
No 主要事業 内容 

① 就労機会の拡充 

・ 合同就職面接会や企業見学

会等の開催 

・ 就業相談体制の強化 

・ 関係機関と連携した職業能

力開発や資格取得の促進 

・シングルペアレント等に対

する職住一体となった就労

支援 

② U・I ターンの促進 

・ 市内企業等の情報発信強化 

・ 空き家・空き店舗を活用し

たサテライトオフィス・テ

レワーク等の誘致 

・ 県の「静岡Ｕ・Ｉターン就

職サポートセンター」との

連携と情報発信の強化 
  

シングルペアレントに関する

就労支援の追記 

61 頁 

【政策 3】起業支援 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】起業支援体制の充実 － － － － － 62 頁 

【施策 2】空き店舗等の活用 － － － － － 64 頁   
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重点目標 4 まちの誇りの醸成とブランド力の向上                                                         

【政策 1】個性的な市民文化・都市文化の創造 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】地域づくり協議会制度の推進 － － － － － 66 頁 

【施策 2】歴史・文化資源の保存、継承、

活用 

－ － － － － 68 頁 

【施策 3】地域で活躍する人材や活動団体

の育成 

取組の方向

（追加） 

1 － ※取組の方向（4）として 

東京 2020 大会の開催にあたり、県と連携し、ボ

ランティアの確保・育成に取り組みます。 

追記 69 頁 

 主要事業 2 
 

No 主要事業 内容 

① 
地域で活躍する人材の

育成 

・ まちづくりの担い手育成

に向けた伊豆市未来塾の

開催 

・ 未来塾卒業生等の活動支援 

・ 青少年の自主的活動の創

出促進 

・ 多様な生涯学習機会の提供 

② 
まちづくり活動団体等

の連携・協力の促進 

・ 団体等の交流・連携の場と

なる「9izu」の運営 

・ 活動団体のネットワーク

化の推進と連携強化 

 

 

  

 

No 主要事業 内容 

① 
地域で活躍する人材の

育成 

・ まちづくりの担い手育成

に向けた伊豆市未来塾の

開催 

・ 未来塾卒業生等の活動支援 

・ 青少年の自主的活動の創

出促進 

・ 多様な生涯学習機会の提供 

② 
まちづくり活動団体等

の連携・協力の促進 

・ 団体等の交流・連携の場と

なる「9izu」の運営 

・ 活動団体のネットワーク

化の推進と連携強化 

・ 東京2020大会に向けたボ

ランティアの確保・育成 

  

東京 2020 大会に向けたボラ

ンティアの確保・育成を追記 

69 頁 

【政策 2】まちの個性づくりと情報発信 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】まちのブランド化の推進 － － － － － 70 頁 

【施策 2】戦略的なシティプロモーション 指標 1 
 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

市ホームページへのアク

セス数 
347 万件 500 万件 

外国人宿泊客数 12,700 人 112,700 人 

ふるさと納税の件数及び

金額 

37 件 

325 万円 

5,000 件 

2 億円 

  

 
項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

市ホームページへのアク

セス数 
347 万件 500 万件 

外国人宿泊客数 12,700 人 112,700 人 

ふるさと納税の件数及び

金額 

37 件 

325 万円 

5,000 件 

3 億円 
 

ふるさと納税の金額を上方修

正 

72 頁 

 取組の方向

（4） 

2 本市の魅力や特産品等をＰＲするため、都内にア

ンテナショップを開設するとともに、マーケティ

ング調査結果等を商品開発につなげます。 

本市の魅力や特産品等をＰＲするため、広域的な

取組で首都圏に開設したアンテナショップを有

効活用するとともに、マーケティング調査結果等

を商品開発につなげます。 

広域的な取組で首都圏に開設

したアンテナショップの有効

活用に関する取組に修正 

72 頁 
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重点目標 5 少子化対策と次代を担う人材の育成                                                          

【政策 1】子育て支援の充実 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】結婚、妊娠・出産、子育ての総

合的な支援 

主要事業 1 
 

No 主要事業 内容 

① 
結婚の希望をかなえる

環境づくり 

・ 結婚相談体制の充実 

・ 出会いの場、ふれあいイベ

ント等の提供 

② 
妊娠・出産への切れ目の

ない支援 

・ 不妊治療費助成の充実な

ど妊娠を望む夫婦への支

援 

・ 妊婦健康診査や妊産婦医

療費助成の充実 

・ 妊娠期からのワンストッ

プ相談支援を行う子育て

包括支援センターの整備 

・ 新生児訪問等を通じた「顔

が見える」ネットワークの

構築 

・ マタニティマークの啓発 
 

 

No 主要事業 内容 

① 
結婚の希望をかなえる

環境づくり 

・ 結婚相談体制の充実 

・ 出会いの場、ふれあいイベ

ント等の提供 

② 
妊娠・出産の切れ目のな

い支援 

・ 不妊治療費助成の充実な

ど妊娠を望む夫婦への支

援 

・ 妊産婦健康診査や妊産婦

医療費助成の充実 

・ 妊娠期からのワンストッ

プ相談支援を行う子育て

包括支援センターの整備 

・ 新生児訪問等を通じた「顔

が見える」ネットワークの

構築 

・ マタニティマークの啓発 
 

 

健康診査の対象を妊産婦に拡

大 

 

75 頁 
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【施策 2】子育て環境の充実 取組の方向

（追加） 

 

2 － ※取組の方向（5）として 

公共施設の跡地等を活用した子育て世代の居場

所づくりを推進します。 

子育て世代の居場所づくりに

関する取組を追記 

 

76 頁 

 主要事業 3 No 主要事業 内容 

① 
地域全体で子育てを支

える環境づくり 

・ 子育て支援拠点の整備 

・ 多世代交流の促進と交流

施設の整備 

 

 

 

 

 

・ 子育て相談・情報提供等の

充実 

 

 

② 
仕事と子育ての両立支

援の充実 

・ こども園の整備促進 

・ 子育て支援策・子育て支援

サービスの充実 

・ 子育てニーズと施設利用

を適切に結びつける保育

コンシェルジュの設置 

・ 休日・夜間保育の実施と病

児・病後児保育、一時預か

り等の充実 

・ 放課後児童クラブの充実 

 

 

 

 

 

③ 
子どもの健やかな成長

支援 

・ 幼児教育と学校教育の連

携強化 

・ 児童発達支援センターの

設置による療育支援の強

化 

・ こども医療費助成制度の

充実 

・ 健康診査・栄養指導の充実 
 

No 主要事業 内容 

① 
地域全体で子育てを支

える環境づくり 

・ 子育て支援拠点の整備 

・ 多世代交流の促進と交流

施設の整備 

・ 空き公共施設等を活用し

た子育て世代の居場所づ

くりの推進 

・ 公共施設をはじめとする

市内各所へのキッズスペ

ースの設置等による子育

て環境の充実 

・ 子育て相談・情報提供等の

充実 

② 
仕事と子育ての両立支

援の充実 

・ こども園の整備促進 

・ 子育て支援策・子育て支援

サービスの充実 

・ 子育てニーズと施設利用

を適切に結びつける保育

コンシェルジュの設置 

・ 休日・夜間保育の実施と病

児・病後児保育、一時預か

り等の充実 

・ 放課後児童クラブの充実 

・ 保育士確保や事業所内保

育施設の整備に対する奨

励金支援 

・ 男性の積極的な育児参

画・育児環境の整備 

③ 
子どもの健やかな成長

支援 

・ 幼児教育と学校教育の連

携強化 

・ 児童発達支援センターの

設置による療育支援の強

化 

・ こども医療費助成制度の

充実 

・ 健康診査・栄養指導の充実 
 

空き公共施設等を活用した子

育て世代の居場所づくりの推

進の追記 

公共施設をはじめとする市内

各所へのキッズスペースの設

置等による子育て環境の充実

の追記 

保育士確保や事業所内保育施

設の整備に対する奨励金制度

の追記 

男性の積極的な育児参画・育

児環境の整備の追記 

76 頁 
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【政策 2】教育環境の充実 

施策 修正箇所 番号 修正前 修正後 修正内容 現行計画該当ページ 

【施策 1】よりよい教育環境の創出とコミ

ュニティ・スクールの推進 

指標 1 
 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

学校教育に関する満足度 69.5％ 80.0％ 

魅力ある新中学校の建設 － 開校 

  

 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

学校教育に関する満足度 69.5％ 93.0％ 

  

学校教育に関する満足度を上

方修正 

魅力ある新中学校の建設につ

いて削除 

78 頁 

 取組の方向

（1） 

2 児童生徒のよりよい教育環境づくりをめざし、学

校再編計画に基づく小中学校の再編成を進めると

ともに、児童生徒の安全確保と地域住民の応急避

難場所としての役割を果たすため、… 

新たな中学校のあり方に関する計画に基づいた中

学校のよりよい教育環境づくりを進めるととも

に、児童生徒の安全確保と地域住民の避難場所と

しての役割を果たすため、… 

新たな中学校のあり方に関す

る計画に基づいた中学校の教

育環境づくりを進める内容に

修正 

名称変更（応急避難場所→避

難場所） 

79 頁 

【施策 2】小中連携教育の推進 指標 3 
 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

小中一貫校数 － 1 校 
  

 

項目 平成 26 年度 平成 32 年度 

義務教育学校数 － 1 校 
  

名称変更 81 頁 

 主要事業 4 
 

No 主要事業 内容 

① 小中連携教育の推進 

・ 土肥地区における小中一

貫校の設立 

・ ALT の効果的な活用等に

よる英語教育の充実 

・ 縦割り活動を通じた異学

年間の交流促進 

② 
教職員の交流・連携の推

進 

・ 教職員交流の実施 

・ 乗り入れ授業や相互授業

公開等の実施 
 
 

 
No 主要事業 内容 

① 小中連携教育の推進 

・ 土肥地区における義務教

育学校の開校 

・ ALT の効果的な活用等に

よる英語教育の充実 

・ 縦割り活動を通じた異学

年間の交流促進 

② 
教職員の交流・連携の推

進 

・ 教職員交流の実施 

・ 乗り入れ授業や相互授業

公開等の実施 
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【施策 3】家庭や地域の教育力向上と連携

強化 

－ － － － － 82 頁 

 


